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承第１０号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

専第８号 
 

令和２年度瑞浪市一般会計補正予算（第７号） 
 
 令和２年度瑞浪市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３８，６００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，０２７，７００

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 
 

令和２年７月２９日 専決 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13
分 担 金 及 び
負 担 金

３６，７５２ １５５ ３６，９０７

1 分 担 金 ９，２３１ １５５ ９，３８６

15 国 庫 支 出 金 ６，１１９，３１９ ５６，７６６ ６，１７６，０８５

1 国庫負担金 １，１０８，４９１ ５６，７６６ １，１６５，２５７

16 県 支 出 金 １，０１５，９８６ ８７５ １，０１６，８６１

2 県 補 助 金 ３６７，２０２ ８７５ ３６８，０７７

19 繰 入 金 １，５３１，５１６ ３６，３０４ １，５６７，８２０

1 基金繰入金 １，４９３，２７２ ３６，３０４ １，５２９，５７６

22 市 債 １，２７８，９００ ４４，５００ １，３２３，４００

1 市 債 １，２７８，９００ ４４，５００ １，３２３，４００

歳　　入　　合　　計 ２０，８８９，１００ １３８，６００ ２１，０２７，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

8 土 木 費 １，２４６，７５５ １８，０００ １，２６４，７５５

3 河 川 費 １１２，７８２ １８，０００ １３０，７８２

11 災 害 復 旧 費 １５，８２０ １２０，６００ １３６，４２０

1
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 １５，８２０ １，０００ １６，８２０

2
教 育 施 設
災害復旧費

０ １５，０００ １５，０００

3
土 木 施 設
災害復旧費

０ １０４，６００ １０４，６００

歳　　出　　合　　計 ２０，８８９，１００ １３８，６００ ２１，０２７，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

償 還 の 方 法

災 害 関 連 地 域 防 災
が け 崩 れ 対 策 事 業

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

16,200

起債の
方法 利　　率

現 年 土 木 施 設 補 助
災 害 復 旧 事 業

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

普通
貸借
又は
証券
発行28,300
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議第６９号 
 

瑞浪市職員特殊手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 
 

瑞浪市職員特殊手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市職員特殊手当支給条例の一部を改正する条例 
 瑞浪市職員特殊手当支給条例（平成１６年条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 
 題名を次のように改める。 
   瑞浪市職員特殊勤務手当支給条例 
 別表中「別表」を「別表（第２条関係）」に改め、同表に次のように加え

る。 

防疫手当 感染症の防疫に係る業務で、市の

規則で定める業務に従事した職員 

日額 ４，０００円 

   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、令和２年

８月１日から適用する。 
 （瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 
２ 瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 
  第１６条第２項中「瑞浪市職員特殊手当支給条例」を「瑞浪市職員特殊

勤務手当支給条例」に改める。 
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議第７０号 
 
瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 
 

瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定するものとする。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 
 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例

第８号）の一部を次のように改正する。 
 第１２条第１項中「を除き」を「及び支給日に関する部分を除き」に、「 
とする」を「とし、支給日は、市の規則で定める期日とする」に改める。 
 第１７条第１項中「報酬」を「時間外勤務に係る報酬」に改め、同条第２

項中「前項に規定する報酬」を「前項に規定する時間外勤務に係る報酬」に

改め、同条第３項中「振替」を「振替等」に、「報酬として」を「時間外勤

務に係る報酬として」に改める。 
 第１８条第１項中「報酬」を「休日勤務に係る報酬」に改め、同条第２項

中「前項に規定する報酬」を「前項に規定する休日勤務に係る報酬」に改め

る。 
第１９条第１項中「報酬」を「夜間勤務に係る報酬」に改め、同条第２項

中「前項に規定する報酬」を「前項に規定する夜間勤務に係る報酬」に、「 
１００分の１２５」を「１００分の２５」に改める。 

第２２条第１項中「、若しくは失職し」を削り、「給料の月額」を「給料 
（育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額）」 
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に、「とする」を「とし、支給日については、任期の定めが６月以上のフル

タイム会計年度任用職員の例による」に改める。 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７１号 

 

瑞浪市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について 

 

瑞浪市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を次のように制定す

るものとする。 

 

令和２年９月１日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の

２第１項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職

員（同法第２４３条の２の２第３項の規定による賠償の命令の対象となる

者を除く。以下「市長等」という。）の市に対する損害を賠償する責任の

一部の免責について必要な事項を定めるものとする。 

 （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市長等の市に対する損害を賠償する責任は、市長等が職務を行うに

つき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条第１項第１号に規定

する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる市長等

の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額につ

いて免れるものとする。 

 （１） 市長 ６ 

 （２） 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委

員又は監査委員 ４ 

 （３） 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会

の委員又は消防長 ２ 
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 （４） 職員（前２号に掲げる職員を除く。） １ 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例の規定は、市長等の施行日以後の行為に基づく損害賠償責任に

ついて適用する。 
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議第７２号 

 

瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

 

令和２年９月１日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２号中「法第４３条第３項」を「法第４３条第２項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７３号 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和２年９月１日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第４項を次のように改める。 

４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

（１） 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当

たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けてい

た満３歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域

型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、

引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 

（２） 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を

除く。）。 

第４２条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に係る部分に限る。）」
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を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７４号 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和２年９月１日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「適用しないこと」を「適用しないこととすること」に改

め、同条に次の２項を加える。 

４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

（１） 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、

家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的

に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に

際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育

又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

（２） 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を

除く。）。 

５ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保

育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの
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（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認める

ものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２

第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３

第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。） 

（２） 法第６条の３第１２項及び法第３９条第１項に規定する業務を目

的とする施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必

要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体

の補助を受けているもの 

第１６条第２項第４号中「乳幼児の食事の内容」を「利用乳幼児の食事の

内容」に改め、「附則第３項において同じ。」を削る。 

 第３７条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削り、同条第４号中

「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは

環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加

える。 

第４５条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２

号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第

４項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、

第６条第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことがで

きる。 

附則第３項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において

実施されるものに限る。）」を削る。 

附則第４項中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７５号 
  

瑞浪市地球回廊の設置及び管理に関する条例を廃止する等の条例の制

定について 
 

瑞浪市地球回廊の設置及び管理に関する条例を廃止する等の条例を次のよ

うに制定するものとする。 
 

令和２年９月１日 提出 
  

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市地球回廊の設置及び管理に関する条例を廃止する等の条例 
 （瑞浪市地球回廊の設置及び管理に関する条例の廃止） 
第１条 瑞浪市地球回廊の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第５

２号）は、廃止する。 
 （瑞浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第２条 瑞浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第 

４９号）の一部を次のように改正する。 
  別表第１中「４館共通入館料」を「３館共通入館料」に、「７００円」

を「５００円」に、「５６０円」を「４００円」に改め、同表備考１中「 
、瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に関する条例（平成１８年

条例第５１号）」を「及び瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に

関する条例（平成１８年条例第５１号）」に改め、「及び瑞浪市地球回廊

の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第５２号）の規定による瑞

浪市地球回廊」を削り、「４館に」を「３館に」に改める。 
（瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市化石博物館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第

５０号）の一部を次のように改正する。 
  別表中「４館共通入館料」を「３館共通入館料」に、「７００円」を「 
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５００円」に、「５６０円」を「４００円」に改め、同表備考１中「、瑞 
浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第４９号）」 
を「及び瑞浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例

第４９号）」に改め、「及び瑞浪市地球回廊の設置及び管理に関する条例

（平成１８年条例第５２号）の規定による瑞浪市地球回廊」を削り、「４

館に」を「３館に」に改める。 
 （瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第４条 瑞浪市市之瀬廣太記念美術館の設置及び管理に関する条例（平成１

８年条例第５１号）の一部を次のように改正する。 
  別表中「４館共通入館料」を「３館共通入館料」に、「７００円」を「 

５００円」に、「５６０円」を「４００円」に改め、同表備考１中「、瑞 
浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例第４９号）」 
を「及び瑞浪市陶磁資料館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例

第４９号）」に改め、「及び瑞浪市地球回廊の設置及び管理に関する条例

（平成１８年条例第５２号）の規定による瑞浪市地球回廊」を削り、「４

館に」を「３館に」に改める。 
附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第７６号 
 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 
 

人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（ 
昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

氏    名 住         所 生 年 月 日 

各 務 和 子 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第７７号 
 

瑞浪市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
 

瑞浪市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定によ

り議会の同意を求める。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

氏    名 住         所 生 年 月 日 

柴 田 洋 子 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第７８号 
 
   瑞浪市監査委員の選任につき同意を求めることについて 
 

瑞浪市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 
 
  令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

小 栗 孝 信 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第７９号 
 

土岐市及び瑞浪市医療提供体制審議会の共同設置について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項の規定に基

づき、次のように規約を定め、土岐市及び瑞浪市医療提供体制審議会を共同

設置するものとする。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 

土岐市及び瑞浪市医療提供体制審議会共同設置規約 
（設置） 

第１条 土岐市及び瑞浪市（以下「両市」という。）は、地域医療を守り、

効率的で、質の高い医療提供体制を確保するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の７第１項の規定に基づき、同法第１３８条

の４第３項に規定する審議会を共同して設置するものとする。 
 （名称） 
第２条 この審議会は、土岐市及び瑞浪市医療提供体制審議会（以下「審議

会」という。）という。 
（執務場所） 

第３条 審議会の執務場所は、土岐市土岐津町土岐口２１０１番地土岐市役

所内とする。 
（所掌事務） 

第４条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 
（１） 両市の医療提供体制の安定確保に関すること。 
（２） 前号に掲げるもののほか、両市の長が必要と認めること。 
（組織） 

第５条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 
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（委員） 
第６条 審議会の委員は、両市の長が協議により定める候補者について、土

岐市長が選任する。 
２ 土岐市長は、審議会の委員を解任する場合又はその退任を承認する場合

は、あらかじめ瑞浪市長と協議しなければならない。 
（任期） 

第７条 委員の任期は、第４条に規定する事項の諮問に係る答申の日までと

する。 
（会長及び副会長） 

第８条 審議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 
（会議） 

第９条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができな

い。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 
４ 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求

め、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。 
（負担金） 

第１０条 審議会に要する経費は、両市が負担し、当該負担すべき額は、両

市の長の協議により定めるものとする。 
２ 瑞浪市は、前項の規定による負担金を土岐市に納付しなければならない。 
３ 前項に規定する負担金の納付の時期については、両市の長が協議して定

める。 
（予算） 

第１１条 審議会に関する予算は、土岐市の一般会計の歳入歳出予算に計上

するものとする。 
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（決算報告） 
第１２条 土岐市長は、審議会に関する決算を土岐市議会の認定に付したと

きは、当該決算を瑞浪市長に報告しなければならない。 
（委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程） 

第１３条 土岐市は、審議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給

方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あ

らかじめ瑞浪市と協議しなければならない。 
２ 前項に規定する条例、規則その他の規程を土岐市が制定し、又は改廃し

たときは、瑞浪市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければな

らない。 
（庶務） 

第１４条 審議会の庶務は、土岐市において行う。 
（補則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

両市の長が協議して定める。 
附 則 

この規約は、令和２年１０月５日から施行する。 

-21-



議第８０号 

 

   市道路線の変更について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条の規定に基づき、市道路線

を次のとおり変更するものとする。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 

旧新

別 
路線名 

起 点 

終 点 

延長 

（ｍ） 

重要な 

経過地 

１ ４６４ 

旧 
東濃用水道

２号線 

土岐町字北川原４６４５

番２地先 

土岐町字上平４３９７番

１地先 

１２２５．４ 

 

新 
東濃用水道

２号線 

土岐町字北川原４６４５

番２地先 

土岐町字上平４３９７番

１地先 

１２７６．６ 
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議第８１号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６７１ 久古田線 
土岐町字合歓木３７８９番１地先 

土岐町字久古田３８２８番１地先 
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議第８２号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６７２ 下小渕線 
土岐町字下小渕４１９７番１地先 

土岐町字下小渕４１９７番４地先 
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議第８３号 
 

財産の取得について 
 

次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 
  

令和２年９月１日 提出 
  

瑞浪市長 水 野 光 二 
  
   
１ 取得する財産  教育用タブレットパソコン 
          ２，７２５台 
２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 
３ 取 得 金 額  １２２，５９７，７５０円 
４ 取得の相手方  多治見市前畑町２丁目１３番地 
          中部事務機株式会社 多治見営業所 
          代表取締役   慶一 
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議第８４号  
 

令和２年度瑞浪市一般会計補正予算（第８号） 
 
 令和２年度瑞浪市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０，０００千円を  

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，０８７，７００千  
円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（地方債の補正）  

第２条 既定の地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 ６，１７６，０８５ １７，５０６ ６，１９３，５９１

2 国庫補助金 ５，００４，２１３ １７，５０６ ５，０２１，７１９

19 繰 入 金 １，５６７，８２０ ８，０９４ １，５７５，９１４

1 基金繰入金 １，５２９，５７６ ８，０９４ １，５３７，６７０

22 市 債 １，３２３，４００ ３４，４００ １，３５７，８００

1 市 債 １，３２３，４００ ３４，４００ １，３５７，８００

歳　　入　　合　　計 ２１，０２７，７００ ６０，０００ ２１，０８７，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

10 教 育 費 ２，２１８，６３８ ６０，０００ ２，２７８，６３８

2 小 学 校 費 ３４６，３９２ ６０，０００ ４０６，３９２

歳　　出　　合　　計 ２１，０２７，７００ ６０，０００ ２１，０８７，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

償 還 の 方 法

釜戸小学校改修事業

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

34,400

起債の
方法 利　　率

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

普通
貸借
又は
証券
発行
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議第８５号  
 

令和２年度瑞浪市一般会計補正予算（第９号） 
 
 令和２年度瑞浪市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０４７，６００  

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，１３５，３  
００千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定に  
より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明  
許費」による。  
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 
（地方債の補正）  

第４条 既定の地方債の追加、廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」に

よる。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 市 税 ５，８０１，０４０ １４９，０００ ５，９５０，０４０

2 固定資産税 ３，０３１，１００ １４９，０００ ３，１８０，１００

10
地 方 特 例
交 付 金

３０，０００ １４，７７０ ４４，７７０

1
地 方 特 例
交 付 金

３０，０００ １４，７７０ ４４，７７０

13
分 担 金 及 び
負 担 金

３６，９０７ １８，７２０ ５５，６２７

1 分 担 金 ９，３８６ １８，７２０ ２８，１０６

15 国 庫 支 出 金 ６，１９３，５９１ ５７６，５７０ ６，７７０，１６１

1 国庫負担金 １，１６５，２５７ １５６，０４８ １，３２１，３０５

2 国庫補助金 ５，０２１，７１９ ４２０，５２２ ５，４４２，２４１

16 県 支 出 金 １，０１６，８６１ １０１，３０１ １，１１８，１６２

2 県 補 助 金 ３６８，０７７ １００，０４４ ４６８，１２１

3 委 託 金 ９６，９４４ １，２５７ ９８，２０１

17 財 産 収 入 １０１，７５５ ２，５００ １０４，２５５

2
財 産
売 払 収 入

１１，５７１ ２，５００ １４，０７１

18 寄 附 金 ８０，１１０ ５５０ ８０，６６０

1 寄 附 金 ８０，１１０ ５５０ ８０，６６０

19 繰 入 金 １，５７５，９１４ △２５９，３８７ １，３１６，５２７

1 基金繰入金 １，５３７，６７０ △２６０，７３７ １，２７６，９３３

2
財 産 区
繰 入 金

３８，２４４ １，３５０ ３９，５９４

20 繰 越 金 １００，０００ ４０３，５０７ ５０３，５０７

1 繰 越 金 １００，０００ ４０３，５０７ ５０３，５０７

21 諸 収 入 ２６８，０８５ △６，２３１ ２６１，８５４

4 雑 入 １５７，４２１ △６，２３１ １５１，１９０

22 市 債 １，３５７，８００ ４６，３００ １，４０４，１００

1 市 債 １，３５７，８００ ４６，３００ １，４０４，１００

歳　　入　　合　　計 ２１，０８７，７００ １，０４７，６００ ２２，１３５，３００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ６，０７５，９３１ ２６８，４３９ ６，３４４，３７０

1 総務管理費 ５，７１１，０２８ ２５９，７１２ ５，９７０，７４０

2 徴 税 費 １９１，６８８ ９，９７７ ２０１，６６５

3
戸 籍 住 民
基本台帳費

１１３，１７３ △１，４３２ １１１，７４１

4 選 挙 費 ２７，７５３ ２，３８２ ３０，１３５

6 監査委員費 ８，１９０ △２，２００ ５，９９０

3 民 生 費 ４，９８５，６５９ ３３，０４３ ５，０１８，７０２

1 社会福祉費 ２，６９２，９９９ △６００ ２，６９２，３９９

2 児童福祉費 ２，０７９，２６７ ３０，８４３ ２，１１０，１１０

3 生活保護費 ２１２，８９３ ２，８００ ２１５，６９３

4 衛 生 費 １，７１３，９７６ １１，８１０ １，７２５，７８６

1 保健衛生費 ３９０，３９９ △８３ ３９０，３１６

2 清 掃 費 １，２３１，２０８ １３，２９８ １，２４４，５０６

3 環 境 費 ９２，３６９ △１，４０５ ９０，９６４

5 労 働 費 ２５，７８２ １２，９６３ ３８，７４５

1 労 働 諸 費 ２５，７８２ １２，９６３ ３８，７４５

6 農林水産業費 ３７９，７１７ ９，１００ ３８８，８１７

1 農 業 費 ３２９，０６７ ９，１００ ３３８，１６７

7 商 工 費 ９２９，０１２ ２９２，５０６ １，２２１，５１８

1 商 工 費 ９２９，０１２ ２９２，５０６ １，２２１，５１８

8 土 木 費 １，２６４，７５５ ９７，７７２ １，３６２，５２７

2 道路橋梁費 ６９７，１０２ ８，１００ ７０５，２０２

3 河 川 費 １３０，７８２ １１２，６７２ ２４３，４５４

4 都市計画費 ２８８，６５７ ２２，０００ ３１０，６５７

5 住 宅 費 １０２，８４３ △４５，０００ ５７，８４３

9 消 防 費 ８８７，６９９ ９，２０９ ８９６，９０８

1 消 防 費 ８８７，６９９ ９，２０９ ８９６，９０８
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(単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

10 教 育 費 ２，２７８，６３８ △４４，０４２ ２，２３４，５９６

1 教育総務費 ４５３，０１１ △９，５２０ ４４３，４９１

2 小 学 校 費 ４０６，３９２ △２４，６７０ ３８１，７２２

3 中 学 校 費 ５４０，２２８ △３，４０６ ５３６，８２２

4 幼 稚 園 費 ２１２，４３５ △３，０００ ２０９，４３５

5 社会教育費 ３７５，９８９ △６，９３１ ３６９，０５８

6 保健体育費 ２９０，５８３ ３，４８５ ２９４，０６８

11 災 害 復 旧 費 １３６，４２０ ３６０，０００ ４９６，４２０

1
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 １６，８２０ １２６，０００ １４２，８２０

2
教 育 施 設
災害復旧費

１５，０００ ８８，０００ １０３，０００

3
土 木 施 設
災害復旧費

１０４，６００ １４６，０００ ２５０，６００

13 諸 支 出 金 ５８１，４４２ △３，２００ ５７８，２４２

1 公営企業費 ５８１，４４２ △３，２００ ５７８，２４２

歳　　出　　合　　計 ２１，０８７，７００ １，０４７，６００ ２２，１３５，３００
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費

（単位：千円）

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費 ２,０００

５ 労 働 費 １ 労 働 諸 費 １３,８１０

８ 土 木 費 ３ 河 川 費 ９０,０００

１１ 災害復旧費 ３
土 木 施 設
災 害 復 旧 費

１２３,５００

第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和７年度まで

１２５，０２０

令和２年度から
令和７年度まで

１０４，８００

令和２年度から
令和７年度まで

７８，４００

令和２年度から
令和７年度まで

５７，９７５

令和２年度から
令和７年度まで

１１１，９６０

令和２年度から
令和７年度まで

２９６，９２０

令和２年度から
令和７年度まで

３６，７５０

令和２年度から
令和７年度まで

４５，５００

令和２年度から
令和７年度まで

２４，０００

令 和 ３ 年 度 ２０，０００

陶 公 民 館 指 定 管 理 料

市 民 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料

過 年 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 工 事

子 ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー 指 定 管 理 料

児 童 館 指 定 管 理 料

大 湫 町 旧 森 川 訓 行 家 住 宅 指 定 管 理 料

在 宅 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 指 定 管 理 料

老 人 憩 い の 家 指 定 管 理 料

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 指 定 管 理 料

大 湫 公 民 館 指 定 管 理 料

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　　額

子 ど も 未 来 応 援 金 給 付 事 業
（ 新 型 コ ロ ナ 対 策 ）

事　　　　　　　　　　項

現年土木施設補助災害復旧事業

災 害 関 連 地 域 防 災
が け 崩 れ 対 策 事 業

Ｗ ｅ ｂ 合 同 企 業 説 明 会 開 催 事 業
（ 新 型 コ ロ ナ 対 策 ）
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

（廃止） （単位：千円）

狭 あ い 道 路 整 備
等 促 進 事 業

市 営 住 宅
長 寿 命 化 事 業

22,500

26,100

消防ポンプ自動車等
更 新 事 業

15,600

5,500

2,000

79,100

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

4,600

900

17,100

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

普通
貸借
又は
証券
発行

29,300

利　　率 償 還 の 方 法

1,500

1,400

起 債 の 目 的 限度額 起債の
方法

不 燃 物 最 終
処 分 場 整 備 事 業

県 営 事 業 負 担 金
事 業 （ 県 営 た め
池 等 整 備 事 業 ）

市 道 等 整 備
交 付 金 事 業

土岐橋架替関連事業

消防車両・救急車両等
更 新 事 業 （ 単 独 ）

瑞 浪 恵 那 道 路
整 備 関 連 事 業

論 栃 ３ 号 線
道 路 改 良 事 業

県 営 急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 負 担 事 業

現年農業用施設補助
災 害 復 旧 事 業

29,400

償 還 の 方 法

普 通 河 川 緊 急
浚 渫 推 進 事 業

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

22,400

起債の
方法 利　　率

現 年 教 育 施 設 補 助
災 害 復 旧 事 業
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（変更） （単位：千円）

起債の
方法

利率

現 年 土 木 施 設 補 助
災 害 復 旧 事 業

臨 時 財 政 対 策 債

28,300

440,000

防 火 水 槽 設 置 事 業 15,000
補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

76,900

449,900

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率 見 直 し 方 式
で借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資 金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該 見 直 し 後 の
利率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

補　　正　　前

利率 償還の方法

97,200

限度額限度額

16,200
災 害 関 連 地 域 防 災
が け 崩 れ 対 策 事 業

17,000

起債の
方法

補　　正　　後

償還の
方法

起 債 の 目 的
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議第８６号  
 

令和２年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 令和２年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１，２００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５１９，７００千円

とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 繰 入 金 ３２８，１００ ２，７００ ３３０，８００

1
一 般 会 計
繰 入 金

２６２，１００ ２，７００ ２６４，８００

6 繰 越 金 １０，０００ １８，５００ ２８，５００

1 繰 越 金 １０，０００ １８，５００ ２８，５００

歳　　入　　合　　計 ３，４９８，５００ ２１，２００ ３，５１９，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 ６８，６６６ ２，７００ ７１，３６６

1 総務管理費 ６８，６６６ ２，７００ ７１，３６６

6 諸 支 出 金 ４，７７７ １８，５００ ２３，２７７

1
償還金及び
還付加算金

４，７７７ １８，５００ ２３，２７７

歳　　出　　合　　計 ３，４９８，５００ ２１，２００ ３，５１９，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第８７号  
 

令和２年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  
 
 令和２年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。  
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８００千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，４７１，０００千円と

する。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

8 繰 越 金 ５，０５０ ３，８００ ８，８５０

1 繰 越 金 ５，０５０ ３，８００ ８，８５０

歳　　入　　合　　計 ３，４６７，２００ ３，８００ ３，４７１，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 諸 支 出 金 ５，０５０ ３，８００ ８，８５０

1
償還金及び
還付加算金

５，０５０ ３，８００ ８，８５０

歳　　出　　合　　計 ３，４６７，２００ ３，８００ ３，４７１，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第８８号  
 

令和２年度瑞浪市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）  
 
 令和２年度瑞浪市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。  
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，５００千円を  
減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，２００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1
使 用 料 及 び
手 数 料

４０，９８８ △１７，０００ ２３，９８８

1 使 用 料 ４０，９８８ △１７，０００ ２３，９８８

4 繰 入 金 ０ １１，５００ １１，５００

1 基金繰入金 ０ １１，５００ １１，５００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ４１，７００ △５，５００ ３６，２００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 駐車場事業費 ３０，１２１ △５，５００ ２４，６２１

1
駐 車 場
管 理 費

３０，１２１ △５，５００ ２４，６２１

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ４１，７００ △５，５００ ３６，２００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第８９号 

 

令和２年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和２年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３ 

条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 水道事業収益 1,161,000千円  △100千円  1,160,900千円 

  第２項 営業外収益  214,010千円  △100千円   213,910千円 

             支      出 

 第１款 水道事業費用 1,143,800千円   200千円  1,144,000千円 

  第１項 営業費用  1,107,241千円   200千円  1,107,441千円 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

 （１） 職員給与費   43,756 千円   500 千円   44,256 千円 

（他会計からの補助金） 

第４条 予算第９条中「４５，２３６千円」を「４５，３３６千円」に改め 

る。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第９０号 

 

令和２年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度瑞浪市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和２年度瑞浪市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）    （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

                       収      入 
 第１款 下水道事業収益  1,187,900 千円 △2,700 千円 1,185,200 千円 

  第２項 営業外収益      636,645 千円 △2,700 千円   633,945 千円 

                       支      出 
 第１款 下水道事業費用  1,172,900 千円 △2,700 千円 1,170,200 千円 

  第１項 営業費用      1,053,662 千円 △2,700 千円 1,050,962 千円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第３条 予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 

    （科   目）     （既決予定額） （補正予定額）   （計） 

 （１） 職員給与費        114,877 千円  △2,900 千円  111,977 千円 

（他会計からの補助金） 

第４条 予算第１０条中「４６，４２７千円」を「４６，９２７千円」に改 

める。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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認第１号 

 

   令和元年度瑞浪市一般会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

１ 令和元年度瑞浪市一般会計決算 
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認第２号 

 

   令和元年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和元年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算 
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認第３号 

 

   令和元年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和元年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算 
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認第４号 

 

   令和元年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和元年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算 
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認第５号 

 

   令和元年度瑞浪市介護サービス事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和元年度瑞浪市介護サービス事業特別会計決算 
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認第６号 

 

   令和元年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和２年９月１日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和元年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算 
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認第７号 
 

令和元年度瑞浪市水道事業会計決算の認定について 
 

次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 
条第４項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 
１ 令和元年度瑞浪市水道事業会計決算 
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認第８号 
 

令和元年度瑞浪市下水道事業会計決算の認定について 
 

次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 
条第４項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 
 

令和２年９月１日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 
１ 令和元年度瑞浪市下水道事業会計決算 
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